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井
上
哲
士
参
院
議
員
は
９
日
の
内
閣

委
員
会
で
質
問
に
立
ち
ま
し
た
。 

５
日
発
生
し
た
能
登
市
・
珠
洲
市
な
ど

の
地
震
被
害
に
つ
い
て
、
自
身
が
翌
日
現

地
を
調
査
し
て
被
災
者
か
ら
聞
い
た
声

を
紹
介
し
、
高
齢
者
が
多
く
倒
壊
し
た
建

物
の
撤
去
に
困
っ
て
い
る
と
し
て
環
境

省
に
「
倒
壊
し
た
建
物
の
仮
置
き
場
へ
の

収
集
・
運
搬
や
解
体
・
撤
去
も
公
費
の
対

象
と
な
り
う
る
か
」
と
質
問
し
ま
し
た
。 

ノ
ン
・
ル
フ
ー
ル
マ
ン
原
則
に
関
わ
る
特

別
な
審
査
体
制
も
な
い
と
批
判
し
ま
し

た
。 

 

さ
ら
に
本
村
氏
は
、
名
古
屋
入
管
で
亡

く
な
っ
た
ス
リ
ラ
ン
カ
人
女
性
ウ
ィ
シ

ュ
マ
・
サ
ン
ダ
マ
リ
さ
ん
を
死
ぬ
ま
で
追

い
詰
め
た
入
管
行
政
を
「
抜
本
的
に
改
め

る
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
」
と
批
判
、
法

案
を
撤
回
せ
よ
と
迫
り
ま
し
た
。 

 

悪
法
許
す
な 

参
院
で
廃
案
に 

議
員
有

志
、
市
民
が
抗
議
行
動 

入
管
法
改
悪
に
反
対
す
る
日
本
共
産

党
、
立
憲
民
主
・
社
民
、
れ
い
わ
新
選
組
、

沖
縄
の
風
の
４
会
派
は
９
日
、
参
院
に
難

民
等
保
護
法
案
と
入
管
法
改
正
案
を
共

同
提
出
し
ま
し
た
。
ま
た
、
有
志
議
員
が

入
管
法
改
悪
に
反
対
す
る
緊
急
街
頭
集

会
を
有
楽
町
で
行
い
ま
し
た
。 

 

街
頭
集
会
で
本
村
議
員
は
、
「
人
権
を

軽
視
す
る
入
管
法
が
強
行
採
決
さ
れ
悔

し
い
。
参
院
で
廃
案
に
追
い
込
む
た
め
一

こ

れ

に

対
し
、
環
境

省
の
前
仏

和
秀
環
境

再
生
・
資
源

循
環
局
次

長
は
「
補
助

金
の
対
象

に
な
る
」
、

自
費
で
処

理
し
た
後

緒
に
力
を
合
わ
せ
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と

呼
び
か
け
ま
し
た
。
仁
比
聡
平
、
山
添
拓

両
参
院
議
員
も
訴
え
ま
し
た
。 

 

日
本
に
暮
ら
す
移
民
・
難
民
の
命
を
危

険
に
さ
ら
す
入
管
法
改
悪
案
が
９
日
の

衆
院
本
会
議
で
自
民
党
、
公
明
党
、
日
本

維
新
の
会
、
国
民
民
主
党
の
賛
成
多
数
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

本
村
伸
子
議
員
は
本
会
議
で
の
反
対

討
論
で
、
当
事
者
や
家
族
、
弁
護
士
、
支

援
者
へ
の
参
考
人
質
疑
も
行
わ
ず
、
強
行

採
決
す
る
の
は
「
人
権
無
視
、
国
会
の
責

任
放
棄
に
他
な
ら
な
い
。
命
、
人
権
は
そ

ん
な
軽
い
も
の
で
あ
っ
て
い
い
は
ず
が

な
い
」
と
批
判
し
ま
し
た
。 

 

入
管
法
改
悪
案
は
、
難
民
認
定
申
請
中

の
強
制
送
還
を
可
能
に
し
、
支
援
者
や
弁

護
士
な
ど
に
監
視
の
役
目
を
負
わ
せ
る

監
理
措
置
制
度
を
導
入
す
る
も
の
で
す
。 

 

本
村
氏
は
、
当
事
者
側
以
外
の
参
考
人

か
ら
も
「
難
民
の
追
放
・
送
還
は
場
合
に

よ
っ
て
は
死
刑
執
行
と
同
じ
効
力
を
持

つ
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
と
指
摘
。
法

案
は
、
命
が
脅
か
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
国

へ
の
追
放
・
送
還
を
禁
じ
た
難
民
条
約
の

ま
た
、
衆

院
第
２
議

員
会
館
前

で
は
採
決

に
抗
議
す

る
市
民
、
団

体
、
弁
護
士

ら
が
怒
り

の
声
を
上

げ
ま
し
た
。 

 

で
も
「
市
町
村
が
対
象
と
し
て
行
う
の
で

あ
れ
ば
対
象
に
な
り
う
る
」
と
答
弁
し
ま

し
た
。
井
上
氏
は
観
光
業
や
、
生
活
・
生

業
の
復
旧
・
支
援
の
た
め
柔
軟
な
制
度
の

適
用
と
対
応
の
強
化
を
要
望
し
ま
し
た
。 

女
性
ト
イ
レ
の
行
列
解
消
を 

 

続
い
て
、
井
上
氏
は
女
性
用
ト
イ
レ
の

行
列
解
消
に
つ
い
て
質
問
。
国
交
省
に
設

置
さ
れ
た
協
議
会
は
２
０
１
７
年
に
「
利

用
者
構
成
に
応
じ
た
男
女
別
の
便
器
数

の
バ
ラ
ン
ス
」
な
ど
を
あ
げ
た
「
と
り
ま

と
め
」
を
発
表
し
て
い
ま
す
。 

 

政
府
は
災
害
時
の
避
難
所
の
ト
イ
レ

に
つ
い
て
は
、
女
３
：
男
性
１
と
い
う
人

道
支
援
の
国
際
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
示
し

「
女
性
用
を
男
性
用
よ
り
多
く
す
る
」
と

し
て
い
ま
す
。 

 

一
方
、
東
京
都
在
住
の
方
の
調
査
で
は

駅
の
ト
イ
レ
は
平
均
で
男
性
用
が
女
性

用
の
１
・

76

倍
に
な
っ
て
い
る
と
紹
介

し
、
改
善
を
求
め
ま
し
た
。
国
交
省
は
改

善
の
実
態
を
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。 

小
倉
男
女
共
同
参
画
担
当
大
臣
は

「
ま
ず
は
『
と
り
ま
と
め
』
に
も
と
づ
い

て
情
報
共
有
、
情
報
発
信
に
つ
と
め
る
」

と
述
べ
た
の
み
で
、
井
上
氏
は
「
方
向
性

を
出
し
た
の
に
十
分
に
進
ん
で
い
な

い
」
と
批
判
し
ま
し
た
。 

刑
法
等
改
正
案
審
議
入
り 

 

不
同
意
性
交 

適
切
に
処
罰
を 

本
村
氏 

 

本
村
伸
子
衆
院
議
員
は
９
日
、
衆
院
本
会

議
で
審
議
入
り
し
た
性
犯
罪
規
定
を
見
直

す
刑
法
等
改
正
案
に
つ
い
て
、
同
意
の
な
い

性
交
等
が
適
切
に
処
罰
さ
れ
る
よ
う
に
す

べ
き
だ
と
主
張
し
ま
し
た
。
同
改
正
案
は

「
強
制
性
交
等
罪
」
の
名
称
を
「
不
同
意
性

交
等
罪
」
に
改
め
、
被
害
者
が
「
同
意
し
な

い
意
思
」
を
形
成
、
表
明
、
全
う
す
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
も
罪
の
成
立
要
件
と
し
ま

す
。 

 

本
村
氏
は
、
フ
ラ
ワ
ー
デ
モ
な
ど
当
事

者
、
支
援
者
の
声
が
「
不
同
意
性
交
等
罪
」

の
明
記
に
つ
な
が
っ
た
と
指
摘
。
何
を
同
意

と
す
る
か
を
明
確
に
す
べ
き
だ
と
し
て
、
▽

年
齢
な
ど
に
基
づ
い
た
何
が
な
さ
れ
る
か

の
理
解
▽
性
行
為
を
し
た
場
合
に
起
こ
り

う
る
結
果
と
、
性
行
為
を
し
な
い
別
の
選
択

肢
も
あ
る
と
の
認
識
▽
性
行
為
へ
の
賛
成
、

反
対
の
両
方
の
意
思
の
平
等
な
尊
重
▽
自

発
的
な
意
思
決
定―

な
ど
の
条
件
を
満
た

す
必
要
性
を
主
張
し
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
性
犯
罪
の
公
訴
時
効
の
５
年
延
長

に
つ
い
て
は
、
時
効
の
撤
廃
ま
た
は
大
幅
延

長
を
要
求
し
ま
し
た
。
斎
藤
健
法
相
は
「
困

難
だ
」
と
背
を
向
け
ま
し
た
。 
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